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はじめに

不動産関係事犯の検挙については、バブル

経済の崩壊以降減少傾向が続いており、平成

15年中の検挙は、前年に比べ、検挙件数は僅

かに増加したが、検挙人員は減少している。

１　不動産関係事犯の検挙状況

平成15年中の不動産関係事犯の検挙状況

は、検挙件数59件、検挙人員84人であり、前

年に比べて件数は２件（＋3.5％）増加した

が、人員は21人（－20％）減少した。

法令別検挙状況では、宅地建物取引業法違

反が、件数21件、人員21人で最も多く、以下、

建設業法違反が、件数18件、人員34人、建築

基準法違反が、件数13件、人員14人となって

おり、建設業法違反の検挙人員が前年に比べ

て17人（－35％）減少したほかは、大きな変

動は見られなかった。

（別表1「不動産関係事犯の法令別検挙状況」

参照）

２　宅地建物取引業法違反の検挙状況

宅地建物取引業法違反の検挙は、件数21件、

人員21人であり、前年に比べて件数で1件

（＋５％）増加し、人員で５人（－20％）減

少した。

不動産関係事犯全体に占める宅地建物取引

業法違反の割合は、前年同様、件数で35％、

人員で25％であった。

また、宅地建物取引業法違反のうち、無免

許営業、無免許広告、免許不正取得の、いわ

ゆる免許に係る違反が17件と全体の８割を占

めた。

３　暴力団の関与状況

不動産関係事犯のうち暴力団が関与した事

件の検挙は、件数13件、人員21人であり、不

動産関係事犯全体に占める割合は、件数で

22％、人員で25％であった。

法令別検挙状況では、建設業法違反の検挙

が、件数９件、人員18人、以下、宅地建物取

引業法違反の検挙が、件数３件、人員１人、

農地法違反の検挙が、件数１件、人員２人で

あり、建設業法違反の検挙が暴力団の関与し

た事件の７割を占めており、暴力団が建設業

に深く関わっている状況が窺われた。

４　主な検挙事例

盧 無免許不動産業者らによる宅地建物取引

業法等違反及び詐欺事件

無免許不動産業者らが、平成13年７月から

14年７月までの間、国定公園内に無許可で道

路を設置するなど工作物を新築した上、他の

不動産業者の名称を使用し、約20人に対して

約30区画の土地を販売した。15年6月までに、

宅地建物取引業法違反、自然公園法違反及び

詐欺罪で３人を逮捕した（愛知県警）。
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盪 会社役員らによる建築基準法違反事件

会社役員が、平成11年７月から12年7月ま

での間、建ぺい率、容積率及び高さ制限に違

反する自己所有の建物の増築工事施工に伴

い、大阪府知事から再三にわたる増築部分の

除去、使用禁止命令等を受けたにもかかわら

ず、これに従わなかった。15年５月、建築基

準法違反で逮捕した（大阪府警）。

蘯 競売不動産の無免許販売に係る宅地建物

取引業法違反事件

無免許不動産業者が、競売物件を次々に落

札し、平成12年３月から15年６月までの間、

不動産仲介業者を介して42物件を販売した。

15年７月、宅建業法違反で２人を検挙（うち

１人逮捕）した（兵庫県警）。

おわりに

不動産関係事犯については、検挙の減少傾

向が続いているものの、暴力団が関与した事

犯や詐欺まがいの事犯、行政指導に従わない

事犯等の悪質な事犯が依然として後を絶たな

い状況にある。

警察としては引き続き、関係行政機関・団

体等との連携を密にして、不動産関係事犯の

未然防止に努めるとともに、悪質な事犯や暴

力団が関係する事犯に対する取締りを強化す

ることとしている。
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